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開 会

【事務局】 定刻になりましたので、まだお見えでない委員がいらっしゃいますが、

遅れてお見えになるとご連絡をいただいておりますので、会議を始めさせていただきた

いと存じます。

本日は、委員の皆様方にはご多忙のところご出席いただきまして、まことにありがと

うございます。私は○○と申します。事務局を務めさせていただきますので、よろしく

お願いしたいと存じます。

テレビ、マスコミの取材希望がございますので、よろしくお願いしたいと存じます。

記者席は入り口側となっております。カメラ撮りにつきましては、事前にお願いしてお

りますように、国土交通大臣のあいさつから諮問書手交までとなっております。よろし

くお願いいたします。

開会に先立ちまして、お手元にお配りしております資料の確認をまずさせていただき

たいと存じ上げます。お手元の配付資料一覧をごらんいただきたいと存じます。資料１

が住宅宅地分科会委員の名簿、それから諮問関係の資料２、諮問文、資料３、付託文、

資料４が諮問理由、資料５が参考資料でございます。それから審議事項関係で資料６、

基本制度部会の設置について（案）でございます。それから報告事項関係で資料７、平

成１７年度住宅局の予算の概算要求概要、それから資料８は同じく土地・水資源局関係

でございます。それから資料９が平成１７年度国土交通省税制改正要望事項、税制関係

の資料となっております。それから資料１０が平成１５年「住宅・土地統計調査」及び

「住宅需要実態調査」の結果の概要となってございます。あと、参考資料といたしまし

て１から４まで所要の資料をつけさせていただいております。資料の不足等ございまし

たら、お申し出いただければと存じます。よろしいでしょうか。

委員の皆様にお願いを申し上げます。ご発言をいただく際には、目の前にございます

マイクのスイッチをオンにしていただきまして、ご発言の終了後はスイッチをオフにし

ていただきますようお願いいたします。

まず、本日ご出席の委員の皆様は７名でございまして、総数の３分の１以上に達して
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おりますので、社会資本整備審議会令第９条によりまして、本分科会が成立しておりま

すことをご報告申し上げます。なお、一、二遅れてお見えになる予定の委員がいらっし

ゃいます。

委員等紹介

次に、去る２月４日付で新たに住宅宅地分科会委員に就任されました委員をご紹介申

し上げます。○○委員でございます。

【委員】 ○○です。よろしくお願いいたします。

議 事

【事務局】 それでは、早速でございますけれども議事に入らせていただきます。議

事進行につきましては、○○委員にお願い申し上げたいと思います。○○委員、よろし

くお願いいたします。

【委員】 おはようございます。本日は、大変お忙しい中をご出席いただきまして、

ありがとうございました。

ただいまから、社会資本整備審議会第７回住宅宅地分科会を開催いたします。お手元

の議事次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思います。本日は、○○にご出席を

いただいております。○○よりごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願い

申し上げます。

国土交通大臣挨拶

【国土交通大臣】 どうも皆さん、おはようございます。一昨日、国土交通大臣の拝

命を受けました○○でございます。この大役をしっかり果たしてまいりたいと思ってお

りますので、どうか今後ともご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

第７回社会資本整備審議会住宅宅地分科会の開催に当たり、一言ごあいさつを申し上

げます。○○委員をはじめ委員の皆様におかれましては、平素より国土交通行政の推進
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に多大なご理解とご協力を賜り、また本日はご多忙中にもかかわらずご出席を賜ったこ

とを厚く御礼申し上げます。

さて、昨年９月に取りまとめていただきました建議「新たな住宅政策のあり方につい

て」におきましては、住宅事情や経済社会情勢の変化に対応し、市場機能の活用やスト

ックの有効活用を基本とした新たな住宅政策の必要性についてご提言をちょうだいいた

しました。本年７月には、民間による賃貸住宅供給や都市再開発を支援する業務を担う

都市再生機構が発足いたしました。これに続きまして、戦後整備された住宅金融公庫、

公営住宅制度といった我が国の住宅政策を支えてきた政策手法の見直しを進めていく必

要があり、こうした政策手法を前提としてきた住宅建設計画法につきましても、建議で

もご指摘をいただきましたように、抜本的な見直しが必要であると考えております。

このような制度的課題を解決するため、今回「新たな住宅政策に対応した制度的枠組

みはいかにあるべきか」を諮問させていただくことといたしました。具体的には、市場

重視型の新たな住宅金融システムへの移行、公営住宅をはじめとする住宅セーフティネ

ットの機能向上、さらには新たな住宅政策の方向を示す基本法制のあり方について、集

中的かつ機動的に調査、審議をいただき、その成果を踏まえて国民の皆様が豊かな住生

活を享受できるよう、住宅政策の制度的なインフラ整備を図ってまいりたいと考えてお

りますので、どうかよろしくお願い申し上げます。

今後とも、住宅宅地行政に関する基本的政策のあり方につきまして、皆様のご意見を

いただき、施策の一層の充実を図ってまいる所存でありますので、引き続きご指導、ご

鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、私のごあいさつとさせていただきます。

どうか皆さん、よろしくお願いいたします。

「新たな住宅政策に対応した制度的枠組みはいかにあるべきか （諮問）」

【委員】 どうもありがとうございました。

本日は、○○より社会資本整備審議会に対しまして、新たな諮問がございます。事務

局より諮問書の朗読をお願いいたします。

【事務局】 資料２と資料４をごらんいただければと存じます。資料２が諮問書でご

ざいます。朗読させていただきます。
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○○殿。○○。

諮問。

下記の事項について、御意見を承りたい。

記。新たな住宅政策に対応した制度的枠組みはいかにあるべきか。以上。

。 。資料４のほうをごらんいただければと存じます 諮問理由を朗読させていただきます

諮問理由。

、 、 、これまでの住宅政策の制度的枠組みは 戦後整備された公営住宅制度 日本住宅公団

住宅金融公庫による住宅と住宅資金の公的直接供給を基本とし、八次にわたる住宅建設

五箇年計画の下での計画的な住宅の供給を通じ、時代のニーズに対応しながら、住宅不

足の解消や居住水準の向上などの成果を上げてきた。

しかしながら、こうした住宅の新規供給支援型の制度的枠組みは、少子高齢化、国民

の価値観や家族形態の多様化、地方分権の進展、財政制約の高まりなど社会経済情勢の

大きな変化の中で、ニーズと住宅ストックのミスマッチへの対応、社会的要請に応じた

住宅の質や住環境の改善といった課題に十分には対応しきれなくなっている。

このような中、平成１５年９月に住宅宅地分科会がとりまとめた「新たな住宅政策の

あり方について（建議 」においては、市場の活用とストックの有効活用を政策の基本方）

、 、向とし 多様化する国民のニーズに応え得る新たな住宅政策への転換が求められており

これを受け、これまでの公的直接供給を中心とする制度的枠組みを抜本的に見直すこと

が必要となっている。

具体的には、民間賃貸住宅供給を支援する独立行政法人都市再生機構の設立（平成１

６年７月）に引き続き、喫緊の課題として、民間金融機関による長期・固定金利の住宅

、資金の安定的な供給などが可能となる市場重視型の新たな住宅金融システムへの移行や

地域が主体となった公的賃貸住宅ストックの有効活用等による住宅セーフティネットの

機能向上について、その制度的枠組みを構築する必要がある。

また、現行の第八期住宅建設五箇年計画が平成１７年度末に終了することから、住宅

及び住宅資金の公的直接供給を基本とした政策手法の見直し状況や建議で示された方向

性を踏まえ、当該計画の根拠法たる住宅建設計画法及び住宅建設五箇年計画に替わる新

たな住宅政策の方向を示す制度的枠組みについて、具体的に検討する必要がある。

これが、今回の諮問を行う理由である。
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以上でございます。

【委員】 どうもありがとうございました。

（諮問書手交）

【委員】 ただいま、諮問書をいただきました。それでは、当該諮問事項につきまし

ては、○○より当分科会に付託されております。今後皆様のご審議をお願いするもので

あります。

なお、国土交通大臣につきましては、所用のためここでご退席になられます。お忙し

い中、ご出席いただきまして、まことにありがとうございました。

【国土交通大臣】 それでは、どうかよろしくお願いいたします。

【委員】 それでは、事務局より諮問事項のご説明をお願いいたします。

【事務局】 それでは、諮問趣旨の説明を補足的にさせていただきたいと存じます。

資料５をお手元にご用意いただければと存じます。資料５で、ただいま諮問をさせて

いただきました諮問理由等々、さらにもう少し詳しくご説明する資料をつけさせていた

だいております。

１ページめくっていただきますと 「住宅政策の変遷」ということで、戦後昭和２０年、

代以降の住宅政策の変遷を１枚紙にまとめさせていただいております。ただいま諮問理

由のところにございましたように、戦後の住宅難の解消ということで、昭和２５年に住

宅金融公庫が公的金融により住宅建設を促進するということでつくられております。そ

、 、れから昭和２６年に公営住宅 それから昭和３０年にさらに日本住宅公団ということで

３つのいわゆる三本柱と言われております住宅政策の基本制度がそれぞれ創設されて、

今日に至っておるわけでございます。

昭和４１年には、住宅建設五箇年計画が初めて法定という形で策定をされておりまし

て、住宅建設計画法という法律をつくって、それに基づいてつくられておるわけでござ

いますけれども、五箇年の住宅建設の目標、それから公的資金住宅の事業量等々を定め

るということで、計画的に、特にこの時期でございますと１世帯１住宅を目標に、これ

は昭和４５年までに実現するということで、計画的に住宅供給を進めるということで進

めてまいったわけでございます。

その後、一番上のところに世帯数と住宅の総戸数を書かせていただいておりますけれ

ども、昭和４３年に全国で住宅総数が上回っておりますし、さらに昭和４８年には全都
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道府県で住宅総数が世帯数を上回るということで、いわゆる１世帯１住宅の目標は達成

されたわけでございますけれども、その後、量の確保から質の向上へということで、住

宅建設五箇年計画につきましても、一番下のところ、昭和５１年に策定されました第三

期五箇年計画では、居住水準の目標を設定いたしまして、最低居住水準、それから平均

居住水準という目標が掲げられたわけでございます。これにつきましては、昭和６１年

に誘導居住水準の目標となり、さらに住宅性能水準等の住宅の質に関します目標をいろ

いろ進化させて掲げてきたわけでございます。

あと住宅金融公庫、公営住宅につきましては、後ほど別紙でご説明させていただきま

すけれども、住宅金融公庫につきましても、融資を通じて住宅の質を誘導して、そうい

う質の向上に寄与してきたわけですけれども、平成１３年には特殊法人等整理合理化計

画の中で、証券化支援事業を中心に行う、１８年度末までに新独立行政法人を設置する

というようなことで、その内容がかなり変質してきている次第でございます。公営住宅

につきましても、平成８年に大きな改正がございまして、応能応益家賃制度等が導入さ

れておりますが、現在に至ってまたその内容をさらに再構築する必要があるに至ってい

るところでございます。

この間、公営住宅以外に特定優良賃貸住宅制度、高齢者向け優良賃貸住宅制度という

中堅所得者向けでありますとか、高齢者向けの賃貸住宅の制度もそれぞれ整備してまい

ったところでございます。

それから住宅公団につきましては、昭和５６年に宅地開発公団と統合いたしまして、

平成１１年に都市基盤整備公団となって分譲住宅から撤退、さらに平成１６年、先ほど

諮問理由で申し述べましたように、都市再生機構という形になりまして直接供給から民

間供給支援にシフトして、新規ニュータウン事業も撤退いたしまして、あと地域振興整

備公団の地方都市整備部門とも組織的に統合するというような形になっております。

現在の五箇年計画は、平成１３年から第八期五計ということで進めさせていただいて

おります。これは市場機能・ストック重視へということで、一番上に書いてございます

ようなことで、また考え方を新たにして取り組んでいるところでございまして、さらに

平成１５年９月に「新たな住宅政策のあり方について」建議をいただいたところでござ

います。

続きまして２ページでございますけれども 「最近の住宅事情と課題」ということで、、
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少しコンパクトに課題をデータでまとめさせていただいております。一つは、高齢者世

帯の増加と、住宅ストックとニーズのミスマッチということでございまして、今後、人

口は減少に転じます。これは人口のピークが２００６年と言われております。一方で、

世帯数につきましては、２０１５年まで増加、ピークは２０１５年ということでござい

ます。住宅政策的に申しますと、人口が減り始めても世帯数が増えるというようなこと

で、住宅に関する多様なニーズに対応することがますます必要になるということに加え

まして、特に高齢者世帯につきましては、世帯数のピークの後も絶対数も伸びますし、

割合的にも非常に増えていくということで、高齢者世帯に対する住宅政策上の対応とい

うものが非常に重要になるということでございます。

一方、世帯の実態を見ますと、下の棒グラフにございますように、平均の世帯人員に

つきましては、１９６０年には４.１４人だったのが、２０００年には２.６７人という

ことになっておりまして、下の１番黒いところと、２番目に黒いところが１人世帯、２

人世帯でございます。１人世帯、２人世帯までの世帯を足し合わせたものが、２０００

年には５２.７％ということで、半数を超えてきているということで、ますます世帯の姿

というものが、従来の住宅政策の対象にしてきたいわゆる標準世帯的なものから多様化

して、核家族化して小さくなっている。それにそれぞれに応じた住宅政策が必要になっ

ているということでございます。

、 、それから右のほうは 住宅ストックと居住者のミスマッチということでございまして

世帯類型別に見させていただきますと、グラフの下のほうに６５歳以上の夫婦、６５歳

以上の単身というのがございますけれども、こちらの方々の持家世帯の約５０％の方が

１００㎡以上の広い住宅にお住まいになっている一方で、上のほうの子供が何人かいら

っしゃって、例えば４人以上の世帯の家族の方々の３１％が１００㎡未満の住宅に住む

ということで、より広い家が必要な若い世帯が広い家に住みかえられるような状況をつ

くるとか、高齢化してよりコンパクトな家に住みかえるというようなニーズにも応える

とか、そういうニーズも大変大きくなってきているということでございます。

続きまして３ページでございます。住宅ストックの質と居住環境のデータでございま

すけれども、住宅ストックにつきましては、量的には従前から充足しております。しか

しながら、依然として水準の低い住宅の質というような現状があるということでござい

まして、一つは欧米諸国と比較いたしまして、１人当たりの住宅床面積は特に借家でご



- 8 -

ざいますけれども、依然として小さいということで、平均３６㎡でございますが、借家

は２３㎡ということになってございます。１５年の住宅土地統計調査の速報が出ており

ます。これは後ほど別途報告事項でご説明させていただきます。

それからバリアフリーの状況でございますけれども、これにつきましても高齢者のた

めの設備等をすべて備えている住宅は全体の３.４％に過ぎないということでございます

とか、あと耐震のお話でございますけれども、新耐震基準の施行以前に建築されたもの

が、依然、既存住宅ストックの３分の１強ということでございます。

それからあと、我が国の住宅の平均耐用年数は約３０年と、欧米と比較してやはり短

いような現状にあるというところでございます。

それから「住宅事情と課題」の３つ目でございますが、４ページでございます。中古

の住宅の取引でございますけれども、これは巷間言われておりますように、欧米諸国に

比べまして、日本ではやはり新築志向が強くございまして、中古住宅流通の割合が非常

に低いということでございます。下の表にございますように、日本の場合、１年間新た

に取得される住宅の１２％ということになっております。アメリカの場合は、ちなみに

７７％ということで、中古中心の市場になっておるということでございます。

それからもう一つはリフォームでございますけれども、リフォームにつきましても、

住宅投資のうちリフォーム投資の占める割合が２８.８％ということで、欧米諸国と比較

して小さい。リフォームをきちんとして、中古を流通市場に出していくというような観

点から見ますと、日本の現状は若干欧米とは異なっておるということでございます。

次に５ページでございますけれども、こういう現状を踏まえまして、どういう課題が

あるかということを整理させていただきました。今申しました最近の住宅事情というの

は左側で、高齢者世帯の増加・住宅ストックとニーズのミスマッチの話、それから低水

準な住宅の質と居住環境、それから中古住宅流通やリフォーム投資が欧米と比べて低水

準であるという話、それから右に住宅行政を取り巻く状況ということで、経済社会情勢

も大きく変化をしております。人口・世帯構造、少子高齢化、地球環境、安全・安心、

雇用、中心市街地の衰退というような社会経済情勢の変化に加えまして、特殊法人の改

革、地方分権、三位一体改革・補助金改革というようなことが進められておる中で、住

宅政策を取り巻く環境も非常に変わっておるということでございます。

こういう中で、住宅政策をどういうふうに改革していくかという基本的視点でござい
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ますけれども、真ん中のところにございますように、これは建議でご指摘いただいた中

身でございます。市場の重視・ストック重視型施策の本格展開ということで、住宅セー

フティネットの機能向上と消費者施策の確立、少子高齢化、環境問題等にこたえる居住

環境の形成、地方の主体性に基づくきめ細かな施策展開ということでございます。

こういうことから、今回分科会にご審議をお願いしたいと思っております具体的な制

度的内容というのが、この下の３つでございまして、１つが市場重視型の新たな住宅金

融システムへの移行、２つ目に安心居住の実現のための住宅セーフティネットの機能向

上、それから３つ目に新たな住宅政策の方向を示す制度的枠組みの検討ということでご

ざいます。それぞれ１枚ずつ資料をつけさせていただいております。

簡単にご説明いたしますと、６ページが「市場重視型の新たな住宅金融システムへの

移行に向けて」ということで、住宅金融公庫の改革ということがメーンになるわけでご

ざいますけれども、特殊法人等改革による要請といたしましては、合理化計画（平成１

） 、 、 、３年１２月閣議決定 の中で ５年以内に公庫を廃止する 証券化支援業務については

これを行う新たな独立行政法人を設置するということにされておりますし、融資業務は

平成１４年度から段階的に縮小いたしまして、民間金融機関が円滑に業務を行っている

かどうかを勘案し、独立行政法人設立時に最終決定するとなっております。現に予算ベ

ースでございますけれども、平成１４年度に５０万戸の融資規模を確保しておりました

、 、 。けれども 平成１７年度の要求は２０万戸ということで 約４割程度になっております

それから、住宅金融公庫法の改正を１５年４月に行っております。このときの附帯決

、 、 、議につきましても 独立行政法人の業務につきましては 平成１９年３月３１日までに

民間金融機関が長期・固定ローンを大量・安定的かつ公平に供給している状況を十分検

討した上で、国民の住宅取得に支障がないように留意して決定することとされていると

ころでございます。

それで現状における問題点でございますけれども、市場では長期・固定ローンのニー

ズが高いにもかかわらず、長期・固定の民間ローンの供給は低水準ということになって

おりまして、一つは公庫の調べによりますと、需要者のニーズにつきましては、固定金

利を欲しておられる方が５２.１％、固定金利で期間選択型が３５.８％、変動金利型が

１２.１％ということであるのにかかわらず、現実は民間住宅ローンの新規供給のうち１

０年超固定が占める割合につきましては、平成１５年度上半期で１０％となっておりま
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して、残りは短期の固定と変動金利という形になっておるような状況でございます。

一方で、長期・固定金利を支えるために公庫の証券化支援事業というのが始まってお

るわけでございますけれども、拡大ペースが遅くて、これは８月現在でございますが、

今買い取り申請戸数３,１３７戸、融資実行戸数１,１８０戸にとどまっております。

それともう一つ大きな問題といたしまして、公庫直接融資を段階的に縮小していくと

いう中で、これまで公庫の融資の中で実現しておりました省エネ、バリアフリー、耐震

改修など、住宅の質を確保する誘導手段としての機能が低下しておりまして、こちらを

どのようにしていくかということで、今後の課題のところにございますように、証券化

等による長期・固定の民間ローンの安定的供給とか、民間金融機関では供給困難な資金

の供給、それから今の住宅ストックの質の確保・誘導策、さらには住宅ローンが多様化

する中での消費者等への情報提供というものを課題として検討していただいた上で、市

場重視型の新たな住宅金融システムへの移行をどのように図っていくかということをご

審議いただきたいということでございます。

続きまして７ページでございます。２つ目の課題の「住宅セーフティネットの機能向

上に向けて」ということでございます。住宅セーフティネットに係る現状認識でござい

ますけれども、まず左のところにございますように、住宅セーフティネットの機能向上

がなぜ必要なのかという背景でございますが、一つは少子高齢化が進んでおるというこ

とで、合計特殊出生率１.２９、高齢者の世帯数が平成３２年には６３５万世帯になる。

これは先ほどのデータでもお示しましたように、非常に増えているということでござい

ます。

それから、社会経済情勢の変化によります住宅困窮者の多様化・増加ということで、

母子世帯、父子世帯につきましても増加しておりますし、ＤＶの被害者、ここには検挙

件数しか書いてございませんけれども、こういう方々も増えてきております。それから

完全失業者も増えてきているということで、住宅困窮者という概念が非常に多様化して

いる、それから数も増加しているということでございます。

さらには、公営住宅等を地域における多様な居住ニーズの要請に応えるためにうまく

活用していこうという必要性も高まっておりまして、ミックストコミュニティの形成に

資する若年世帯を入れるでありますとか、過疎地における定住対策に使っていくであり

ますとか、そういう必要性も高まっているということでございます。
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一方で、右のほうにございますように、公的賃貸住宅における課題が大まかにいって

どういうことになっているかということでございますが、依然として公営住宅に対する

、 。ニーズは高いということで 公営住宅の応募平均倍率は全国で約８倍になっております

東京都は約３０倍ということで、従前と比べてかなり倍数も高くなっております。一方

で、収入を超過しても公営住宅にそのまま入っておられる収入超過者の数は１０％強い

らっしゃるということになっております。

それから建て替え、結構古い築後３０年を経過した公営住宅ストックも多くございま

して、４４％ということになっております。こういう建て替えも適宜行っていかなけれ

ばいけないということでございます。

一方で、高齢者向け賃貸住宅につきましては、今後高齢化社会を本格的に迎えるわけ

でございますけれども、なかなか数が不足しているということで、いわゆる高優賃の管

理戸数は１万４千戸にとどまっておりますし、高齢者の入居を拒否しない住宅として登

録されている住宅は６万１千戸ということになっております。

、 、 、それから特優賃住宅につきましては 長期空家がかなり出てきておりまして ６.２％

最大の県で３６.６％ということでございます。

これに加えまして、地方分権の推進と地域の自主性の尊重、三位一体改革・補助金改

革、財政上の制約というような課題があるわけでございまして、こういう中で下に書い

てございますように、今申しました公営住宅、高優賃、特優賃をはじめといたしました

公的賃貸住宅を相互に連携して有効に活用しようという必要性があるけれども、具体的

にどのようにしていくのか。それから福祉施設との連携でございますとか、民間賃貸住

宅を活用した住宅困窮者支援でございますとか、さらには高齢者等の住みかえ、ファミ

リー向け賃貸住宅供給の支援、こういう課題に対応いたしまして、地域の実情に応じた

助成制度の創設などもあわせて考えながら、住まいのセーフティネットの機能向上を図

っていきたいということで、そういう具体的な制度的枠組みについてご審議いただきた

いということでございます。

最後になりますが、８ページでございます 「新たな住宅政策の方向を示す基本的枠組。

みの検討」でございます。これは後ほどご説明しますが、おそらく先の２つの課題をご

審議いただいた後にご審議を願う必要があるのかと感じてございますけれども、左のと

ころに書いてございますように、現在の住宅建設計画法に基づきます計画体系というの
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が、閣議決定で五箇年計画を政府のほうで決めさせていただく、この中で住宅の建設の

目標とか、公的資金住宅の建設戸数を明示する。さらに、その上に○○が地方住宅建設

五箇年計画を１０の地方ブロックごとに作成する。それで公営住宅整備事業量を○○が

作成いたしまして、地方のほうにそれを踏まえて、それぞれ都道府県の五箇年計画をつ

くっていただくという形になってございまして、もう昭和４１年から８期にわたる計画

を策定してまいっております。

しかしながら、右のところにございますように、この五箇年計画及び住宅建設計画法

を取り巻きます状況も大いに変わっておりまして、一つは先ほど申しました具体的な政

策手法も抜本的な見直しが進展しておるわけでございまして、公的直接供給重視・フロ

ー重視から、市場重視・ストック重視へという流れの中で、公団・公庫・公的賃貸住宅

改革がそれぞれ実施済み、もしくはこれから行うという形になっております。

それから２つ目に、社会資本整備重点計画というものができておりまして、いわゆる

五箇年計画につきましては、全般的に見直しがなされておりまして、事業量総額の明示

からアウトカム目標の設定等へということで、制度が変えられております。この中で、

社会資本整備の重点的、効果的かつ効率的な実施をしていこうということになっておる

わけですが、住宅の五箇年につきましては、この中には基本的に入っておりませんけれ

ども、こういう関係をどのように整理していくかという課題があるわけでございます。

さらには、地方分権改革の推進ということで、左で申しましたような国から下へおろ

していくようなシステム自体が、地方分権の観点からいかがなものかというようなご意

見もいただいたということでございまして、こういう今の現行体系にかわりますポスト

五箇年計画はいかにあるべきか、それから住宅政策の基本理念というものをいかに位置

づけるべきか、さらには市場の重視・ストックの有効活用に向けて、どういう政策目標

を具体的に掲げていけばいいのかということを中心にご検討いただいた上で、五箇年計

画、住建法にかわります新たな住宅政策の方向を示す制度的枠組みの検討をお願いした

いというのが３つ目の課題でございます。

以上でございます。

【委員】 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまのご説明に対しまして、ご意見はございませんでしょうか。

【委員】 質問をいいでしょうか。単純な質問なんですけれども、資料５の４ページ



- 13 -

ですけれども、外国の中古住宅についての比較が出ておりますが、ドイツについては、

これはＮ.Ａと書いてあるんですけれども、これはどういう意味なのかということが一つ

と、それから７ページでございますけれども、住宅セーフティネットのところで、多様

なニーズがあるというお話なんですけれども、例えば外国人なんていうのはどういうふ

うに位置づけられているのかという点についてお伺いしたいと思います。

【事務局】 １点目のデータですけれども、いろいろ外国のデータを収集して整理を

して、このようなのを私どもで独自につくらせていただいているんですけれども、ドイ

ツについてはデータがうまく入手できていないということで、ここはNot Availableにさ

せていただいております。引き続き、またこのようなところは調査を進めたいと思いま

す。

【事務局】 外国人の話でございますけれども、ここには書いてございませんけれど

も、例えば外国人が公営住宅に入居できないかといったような話についても、地方公共

団体においてはかなり大きな要請として出ているところもございます。私どもがこの新

しい施策を考えるにあたりましては、外国人労働者というのも、視野には置いておりま

す。あるいは、外国人の研修生ですね、そういった方も視野に置いております。

【委員】 ほかにご意見ございませんか。どうぞ。

【委員】 検討にあたっての、こういう方向で検討するべきだということについての

意見を一言言わせていただきたいと思います。

住宅問題については、量的に満たしたことから国民的なレベルで考えた場合に、国策

として住宅問題が問題としては終わったと考えては決してならないんだと思います。特

に大都市では、木造密集の問題ですとか、あるいは特に今回の諮問の説明でも指摘され

ていますけれども、質的な問題ですとか、あるいはそれに含まれると思いますが、遠距

離通勤の問題ですとか、それから公営住宅でも今説明がありましたけれども、東京都な

んかは倍率が３０倍ということで、住宅問題について、まだまだ非常に深刻な状況にあ

るという考え方に立つべきだと思います。

そういった意味から言いますと、今回諮問としてこういった状況を解決するために、

制度的枠組みについて基本的に検討するということは、非常に時宜にかなった諮問であ

ると思います。その場合に、諮問内容にありますけれども、この制度改革にあたりまし

て市場重視とセーフティネットのバランスを考えていくという視点が非常に大切だと思
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います。この図では市場重視のほうは住宅金融政策の場面で、セーフティネットのほう

はおそらく公営住宅の場面で考えているのかもしれませんが、私は住宅政策全体を通じ

て、市場重視とセーフティネットとのバランスを考えていくということが必要だと思い

ます。と申しますのは、実際に公営住宅を建設してきているのは地方であるわけですけ

ども、今回三位一体の財政改革で、財源をどうしていくかということが非常に重要な問

題になってきます。その場合、公営住宅政策においても、例えばＰＦＩ的な方法を取り

入れるとか、そういった形で市場重視の観点を取り入れて財源確保を図っていくという

ことが必要になってきます。

また、これは住宅政策に限らないんですけども、日本の法制度で財産権の場面では、

既得権を絶対的に保護するということが行き過ぎて、徹底され過ぎてきた。これは歴史

的には必要な時代があったかもしれませんが、公営住宅を建設している地方の立場から

言いますと、現地建て替え原則との関係ですとか、あるいはソーシャルミックスのため

に、ファミリー世帯を入居させるために期限付き入居を考えるとか、そういった場合に

現行制度では公営住宅の公平性、あるいはセーフティネットという点からいっても、非

常に障害になっているという点も制度的にありますので、そういった点についてはこの

諮問に応じて、抜本的に思い切って合理的に変えていくところは変えていくということ

が公営住宅政策の場面でも必要ではないかと思いますので、そういったことも視野に入

れて検討するべきだと思います。以上です。

【委員】 どうもありがとうございました。この検討の視野を広げるべきだというご

指摘で、木造密集だとか、遠距離通勤、それから既得権尊重の原則なんて

いうものを見直すべきじゃないかというご指摘だと思いますが、いかがでしょう。

【事務局】 公営住宅のありようにつきましては、今委員がおっしゃいましたような

いろいろな問題について、以前から提起されてございまして、公営住宅とはそもそも何

ぞやという基本的な論議にかかわる部分もございまして、なかなか十分な論議がされて

こなかった経緯がございますけれども、今委員がおっしゃいましたように、この機会に

そういったかなり広い、抜本的なことを含めて、視野に置いて検討させていただきたい

と思っております。

【委員】 どうもありがとうございました。それでは、ほかにご意見、ご質問ござい

ませんでしょうか。はい、どうぞ。
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【委員】 質問させてください。７ページの建て替えが必要となる公営住宅のストッ

クで３０年を経るともう建て替え対象になるんでしょうか。前のほうのデータで、３ペ

ージに日本は３１年の平均耐用年数というのがあるんですが、この築後３０年が何か一

つ基準、現行の耐用年数で出しているのか、あるいは維持管理をしていないところで３

０年なのか、その辺ちょっとどういう……。基づいている根拠といいますか、そこを教

えていただければと思います。

【事務局】 ここにありますのは、要するに古い公営住宅が存置されたままのものも

大分あるということでございまして、その古い建物というのはどのようなものかという

ときに、建物の存置期間６５年と考えまして、ほぼ半分の３０年ぐらいたったときから

建て替えをしないとまずいだろうということで、３０年というのをここで挙げさせてい

ただいているわけでございます。

【事務局】 分布の目安として３０年を使っただけでありまして、もちろん３０年た

ったからすべて建て替え対象ということでなくて、立地条件とか設備の条件を見ながら

個別に判断していくということになると思います。ですので、３０年というのは単なる

目安としてこんなストック分布ですよというようなことをお示しする意味で切っただけ

でありまして、これがイコール建て替え対象であるという意味ではございません。おっ

しゃるように、前のほうで耐用年数が３０年で問題だといいながら、片方で３０年で建

て替えというのは一種の矛盾でございますので、ただ、昔の公営住宅については、仮に

躯体がもったとしても、例えばエレベーターがついてないとか、あるいは○○委員がお

っしゃったように、非常にいい立地条件でありながら極めて低度利用なので、そういっ

たことを考えると、この際建て替えたほうが全体の社会的な意義としてはプラスになる

というようなケースもございますので、そういった意味ではケース・バイ・ケースでは

ございますが、今言ったように３０年ということを示したのは、単なる目安としてこん

な分布状況でございますというような意味でお示ししたにすぎないと理解していただい

たらいいと思います。

【委員】 ありがとうございました。ほかにご質問ございませんでしょうか。はい、

どうぞ。

【委員】 私の意見もこれからの検討の方向だとも思うんですが、お考えをお聞きし

たいと思います。



- 16 -

住宅というのは、まさに私たちの生きる場をどうしていくかということですので、市

場重視という一方、住宅セーフティネットにかかわる住宅政策というのは、まさに箱物

としての住宅ではなくて、そこにかなりソーシャルストックとしての広がりがある問題

だと思います。

それで、この７ページの現状認識及び今後の課題のところでも、公的賃貸住宅の相互

連携・有効活用、福祉施設との連携というようにありますが、福祉施設との連携という

その以前に、住宅政策と福祉政策の連携、その辺を抜きにしてはセーフティネットにか

、 、かわる問題を深めることができないと思っているのですが その辺についてのお考えと

検討していくプロセスの中でどういう可能性があるかという、その辺をお伺いしたいの

ですが。

【事務局】 私どもが、いろいろ地方公共団体とお話ししている中でも指摘されてい

るのですが、先ほどの資料にもありましたが、非常にこれからは高齢者が増えていく中

、 。で 実際公営住宅等で現在入居できている高齢者の数というのは限られているわけです

一方、障害者の問題もありまして、障害者も例えば施設ではなくて、これから地域に出

て住宅のほうで収容すべきではないかというような議論もあるわけでございまして、そ

うした高齢者の問題、あるいは障害者の問題、あるいは先ほどありましたＤＶ（ドメス

ティック・バイオレンス）の方の一時的避難所はあるんですけども、その後どうするの

かといった問題など最近発生しているもろもろの状況というのは、そういう意味では住

宅政策と福祉政策とがかなり密接に関連した部分で起きているという認識を持っており

ます。その解決のためには福祉部局だけでもだめでしょうし、だからといって住宅部局

で解決できるかというと、そういう問題でもないだろうと思っておりますので、まずお

っしゃったようにこれから発生するもろもろの需要に対応していくためには、住宅と福

祉がいかに連携していくか、その辺のシステムをつくっていかなければいけないと思っ

ております。

【委員】 よろしいですか。ほかにご質問ございませんでしょうか。どうぞ。

【委員】 今後の我々が考えていくときのスタンスなんですけど、この２ページで見

ると、要するに世帯構成が今度大幅に変わってくるとすると、２ページの上で世帯の数

はあまり減らないといいながら、今までの住宅が寿命が短かったのを長くするというこ

とになると、市場で決まるということはいいんですけど、我々もどんな市場になるかと
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いうことをある程度想定しないといけないんじゃないかと思うんです。要するに、１人

世帯の数が何万戸というのが、一体どんな空間に大体落ちてくる、例えば都市でいくと

都心部に多くなるのか、郊外で多くなるのかとか、そうするとどういうところの家が建

て替えになっていくのかということを少し政策を重点的に、例えば都市の構造まで変え

ていくような格好を考えないと、どこでもそういうのを建てていいですよということな

のかどうかというところが、マーケットを少し考えながら、想像できるように、今度資

料なんかを出していただいて議論できたらいいなというのを要望としてお願いします。

【委員】 ほかにございませんでしょうか。

それでは、先ほどちょっと○○委員がおっしゃったことと関係して、セーフティネッ

ト関係のことで、ちょっと別な角度から申し上げたいと思います。今の三位一体改革と

いうのは、あのままうまくいくだろうとはだれも思っていない。大幅な変更がおそらく

必要であろうと大抵の人が考えていると思うんです。特にその中で重要なのが福祉に関

してです。例えば、生活保護に関して補助金を減らして自治体の一般財源の中からやっ

てちょうだいというのは無理な話ですよね。各地方自治体が自由度を与えると担税力の

ある人をどんどん引っ張ってこようという競争をすることになりますが、その一方で担

税力のない人はなるべく来ないように競争します。生活保護は非常に切り詰めて、低所

得者が自分の自治体に来ないようにするのは当たり前の話なわけです。とすると、そう

いう生活保護みたいなものは原則として、国が１００％面倒を見るというような予算の

つけ方をすべきだと思います。日本の若手の財政学者たちは、教育についても同じよう

な側面があり、自治体でもって勝手にやるというのはおかしいんじゃないかという指摘

がある。要するに、全面的に自治体が自由裁量をもって競争すべきことと、国が全面的

に予算面で面倒をみることを分離する必要がある。ただし、国が全面的に面倒をみる場

合には、ブロック交付金とし、自治体は安心して一定の枠の中ではお金を使っていいよ

と、ただしその中でどうやって使うかということに関して自由を与えるべきでしょう。

そうしますと、公営住宅というのは国が全面的に面倒をみるべき範疇に属する問題じゃ

ないかと思うんです。福祉と非常に密接に結びついていますから、自治体に支出総額に

ついての裁量権を与えるような方向じゃなくて、総額は、その必要度に比例して国のほ

うから割り当ててその中身の目的に沿った使い方に関しては自由度を与えていくという

ような財政のシステムに、ある意味でチャレンジして変えていくような必要のあるもの
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ではないかと思うんですけど、その辺についてはどういうふうにお考えでしょうか。は

い、どうぞ。

【事務局】 私どもにとっては、大変今三位一体改革は極めて厳しいお話を６団体の

皆様からいただいている中で、分科会長のほうから今のお話をいただいたことをほんと

に心強く思っております。

私どもは基本的にまったく同じ考えを持っております。公営住宅自体は、公営住宅法

の中で国と地方が協力をしながら確保していくということとされています。おっしゃら

れたように弱い立場の方に対して、どこまで国が責任を持って行っていくのか、今公共

団体の皆さんは、公共団体の皆さんだけで基本的に行っていけるというお話をされてい

るんですけれども、ほんとにそれでいいのかどうか。ある意味では、おっしゃったよう

に弱者が集まるというのは、非常に税収の面だとか支出の面でも逆にマイナスになった

り支出増になるような点もあろうかと思っております。

そういう意味で、国の役割というのは、私どもが２分の１補助ということで高額の補

助なども行っているわけですけれども、もともと憲法の国民の健康で文化的な最低限の

生活とも関連し、健康で文化的な生活に必要な住宅に困窮するような方に対する公営住

宅等供給、整備ということになっているものですから、そういった国の立場なりをこれ

からもきちんと、三位一体の協議の中でも主張もしながら対応していきたいと思ってお

ります。いろいろな意味で財源の問題だとか、建設国債の対象経費なりが税源移譲の対

象になるかとか、あるいは交付税で措置をしていきますというような話になっているの

ですが、交付税についても縮小の方向の中でほんとに今の議論が正しい方向なのかどう

か、国の主張も大いに述べていきたいと思っております。

【委員】 どうもありがとうございました。ついでに言えば、もちろん公営住宅だけ

に固執するわけじゃなくて、家賃補助なんかで使うということもあるでしょうから、与

えられた目的に沿う選択肢の中からどうやって使うかは自治体がある程度考えてもいい

と思うんです。しかし、低所得者の住まい援助のために使う予算の総額については、か

なり国が面倒を見るという措置が必要なんじゃないかと思います。

ほかに。はい、どうぞ。

【委員】 何点か意見ですので、お聞きおきいただければそれで結構です。

１点は、今後検討を始めるにあたって、国が政策的に何をするのか、今○○がおっし
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ゃったことと同じだと思いますが、やはりそれを明確にしていくということだろうと思

います。その中で法律面、それから税制面、それから直接の補助金の存在意義があるの

かどうかを含めて、その中でそれを具体的に議論する中で何を、今後新しい制度と枠組

みが必要なのかというのが出てくるのかなと、一つ思います。

それからもう一点は、当然ながら住宅は絶えず福祉とか弱者とか、そういう政策と非

常に密接に絡んでいるわけでありますが、日本という国の国力を強くするためにどうし

たら……、住宅政策というのが必要なのかどうかという観点もぜひお考えいただいて、

今後はむしろ弱者とかそういう観点だけでいいのかどうか、そこら辺を見極める時期な

のかなと。戦後の復興の中で、物理的にも住宅がないという中で始まった住宅政策の時

代は、もう終わったというのは明らかだと思いますので、もう一度住宅政策の中身とか

考え方が問われてくるのかなという感じがいたします。

私は個人的には、特に大都会では比較的若い世代、３０代ぐらいの女性とか既婚者の

方々が子育てしやすいようなところに、住宅政策でもう少し何か形が見えてもいいのか

なと、それは自治体に任せるべきなのかもしれませんが、国として議論していいのかな

という気がします。

それからもう一点は、実はきょうの配付資料にもありますが、参考資料２だったと思

いますが、５ページの宅地政策ワーキングというのがございまして、私も委員の１人で

して、以前議論した内容を今半分思い出しながらなんですが、当時大都市法の枠組みを

含めて、いずれ見直さなければならないというような議論もあったように思いますが、

今回の住宅政策の議論の中で、宅地政策の部分も議論されるのかどうか、きょうの資料

の中ではまだちょっとそこら辺はよくわかりませんので、抜本的に議論するのであれば

関連して議論してもいいのかなという感じもいたします。以上でございます。

【委員】 どうもありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。はい、

どうぞ。

【事務局】 今、○○委員から最後にございました大都市法関係につきましても、五

箇年計画をどうするかという議論の中で、当然宅地の供給量とかという話が絡んでおり

、 、 、ますので 一体でご審議いただくということで 今関係部局とも相談しておりますので

そのときにまたお諮りしたいと存じています。

【委員】 ６ページの住宅金融のことについて、二、三ご質問があります。まずここ
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で長期・固定金利の資金に対するニーズが高いと指摘されています。そして固定金利を

望んでいるのは５２％だというアンケートがあります。このアンケートでの質問がどの

ようなものであったか伺いたいと思います。まずまったく同じ金利だったら固定金利を

。 。選ぶのが普通だと思うんです しかし固定金利がいつでもいいわけじゃないと思います

固定金利の方が変動金利より非常に高かったらだれでも固定金利より変動金利を選ぶに

決まっています。どこか切れ目があるはずです。その金利が幾らか、その分布がどうか

ということを聞くのが趣旨であるべきだと思います。こういう固定金利の資金に対する

ニーズが高いというときに、固定金利を維持するためには大変なコストがかかるわけで

すから、そのコストを自己負担してもやる気があるのかという質問がなきゃまずいと思

います。アンケートでの質問がこういう形になっていたかどうかを伺いたい。

それから、もう一つ下のほうで、住宅の質の確保・誘導策に関して伺いたいことがあ

ります。今までの金融公庫でもって、基準法に関することが守られているかどうかチェ

ックしてもらったということが非常に貴重なものだったということは、だれもが認識し

ているところだと思います。そういう言ってみれば、単体規定に関するところのチェッ

クというのは非常に重要だし、今度の証券化でもその部分はちゃんと維持されると思う

んです。ところがここで質の維持として書いてあるところで、省エネ、バリアフリー、

耐震改修ということなんですね。耐震改修については何の問題もないと思うんですけど

も、バリアフリーというのを何もわざわざコストをかけて民間の人にやらせる必要があ

、 。るのか こんなのはほんとにやりたい人がやればいいんじゃないかといえると思います

省エネもそうではないか。もし、ＣＯ が問題ならば、そういう炭素税をかければいいわ２

けです。別にお金をかけてエネルギーを買っている人に対して、もっと節約しろ、もっ

と節約しろという必要もないんではないか。

だから、この政策目標が国民のみんなが望んでいる単体規定的なことからちょっと離

れているところに対する制度化がかなり難しいんじゃないかなという気がするんですけ

どね。

【事務局】 ２つご意見をいただきました。１つ目の固定金利のニーズですが、調査で

は先ほど委員がおっしゃったような前提ははっきり聞いておらず、固定金利がよいか、変

動金利がよいか、現在の金利の状況を踏まえながら聞いております。ただ、民間ローンが

増えてきた最近の状況の中で民間金融機関が今のところ３年や５年の固定金利期間限定型
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を相当キャンペーンで出しております。この状況で固定金利をどう考えるか、変動金利が

いいという方ももちろんいらっしゃいますが、長い目で見たときに、金利変動リスクを将

来どう考えるかということについて、消費者が理解しているかどうかという問題もござい

、 。ますので その辺も踏まえてニーズを今後とも把握しなくてはいけないと思っております

また、すべて長期・固定にするというのでありませんが、生活や将来のリスクを把握する

中で、長期・固定の問題を考える必要があると思います。ただアンケートで長期固定ロー

ンが１０％しかないが、これでいいのかという点につきましては、今後の金利や経済の情

勢で変わってくることを踏まえて検討していただきたいと思います。

、 、 、２つ目の問題は 私どもとしては社会的なコストを下げる 例えば省エネルギーですと

ＣＯ２の問題をどう考えるか、それが将来において社会的コストが非常にかかってくるこ

とがあります。バリアフリーの問題でも、個人に帰属するものは当然ありますけれども、

介護コストや医療コストといった社会の中で対応すべき問題もあるのではないか。全部丸

抱えで公的が見るのではなく、ある程度公的支援をしながら誘導していくことによって、

社会的なコストが下げられるのではないかということで、例示で挙げているものです。

また、さらに委員がおっしゃったような技術的チェックの問題は、非常に大事な問題で

ございます。証券化ローンについても行っておりますが、これと相まって技術的に必要な

ものについて検討をしていただきたいと思っております。以上でございます。

企画部会の廃止及び基本制度部会の設置について（審議）

【委員】 このバリアフリーとか、省エネについては、昔からの議論なので、これ以

上申し上げませんけども。あとほかにご意見ございませんか。

それでは、ご意見もないようですので、このシステムの進め方として企画部会を廃止

して、新たに基本制度部会を設置するということにしたいと考えておりますが、いかが

でしょうか。

（ 異議なし」の声あり）「

【委員】 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。すなわち、基本制

度部会を設置させていただきたいと思います。

なお、本日の諮問事項につきましては、ただいま議決していただきました基本制度部
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会において、今後調査、審議することとしたいと思います。

【事務局】 今お決めいただきました基本制度部会の設置につきまして、資料６に１

枚紙を配付させていただいておりまして、少しだけご説明させていただきます。趣旨に

ついては今○○委員がおっしゃったとおりで、制度的課題ということですので、企画部

会を廃止させていただいて、基本制度部会というものを新たに設置して、集中的かつ機

動的に調査審議を行うということでいかがということでございます。

それから検討事項は、ただいまご説明しました住宅金融と住宅セーフティネットと、

それから住宅政策の方向を示す制度的枠組みのあり方でございますけれども、事務方で

おおむね考えておりますスケジュールといたしましては、年内にこの住宅金融、それか

ら住宅セーフティネットにつきましては、１７年度予算の議論の過程で方向が出される

部分もありますので、そういうものも踏まえて制度的な枠組みについてご審議いただい

、 、 、て 方向を出していただければという考えもございまして この２つをまず１０月以降

年内にご審議いただいて、１２月上旬目途にこういう早急に措置すべき事項について中

間報告案を取りまとめていただければと思います。

それから、年が変わりまして平成１７年になりましたら、今度は個別の手法の構築を

、 、踏まえまして住宅政策の方向を示す制度的枠組みのあり方ということで ポスト五箇年

それから先ほど委員からございましたどういう政策目標を住宅政策として掲げるのかと

いうようなことも含めまして、それから住宅建設計画法をどうするのかということも含

めまして、来年ご審議いただいて、これは夏ごろを目途に最終報告案を取りまとめると

いうことを目標にご審議いただければと考えております。

これが基本制度部会の設置について、補足のご説明でございます。

【委員】 どうも、議事が前後してすいませんでした。後でご質問というのも変なん

ですけど、例えば先ほど○○委員がご質問になった長距離通勤の問題をどうするかとい

うようなことも視野に入れるべきではないかというご指摘があったわけですが、この基

本制度部会における検討事項の１、２、３のカテゴリーの中では、そういうものという

のは全部３の中に入るということでしょうか。

【事務局】 建議を出していただいたときに、かなり政策の方向性を出していただい

ている部分もございますので、今具体的に○○委員のおっしゃったことをどのようにこ

なせるかということまで頭になくて恐縮なんですけれども、五箇年計画はトータルな、
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総合的なものでございますので、そういういろいろな要素を踏まえたご審議をいただけ

ると思っております。私どもはなるべく幅広く材料をそろえるように努力したいと存じ

ています。

【委員】 わかりました。ありがとうございました。

委員の基本制度部会所属につきましては、社会資本制度審議会で第７条第３項の規定

によりますと、分科会長が指名することになっております。そこで○○のほうからここ

で指名させていただきたいと思います。

ただいま、事務局がお手元に配付いたしました資料「基本制度部会名簿」のように決

定させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

また、分科会には特別な事項等を調査審議するため、臨時委員を置くことができるよ

うになっています。今回の基本制度部会設置を受けまして、新たに社会資本整備審議会

の臨時委員に就任される方に発令が行われますので、委員の皆様もあらかじめご了承い

ただきたいと思います。

それでは、次に議事次第に従いまして、事務局から報告事項をお願いいたします。な

お、ご質問は事務局からの報告が終わってからお願いいたします。それでは、順次、報

告をお願いいたします。

報告事項

【事務局】 それでは１７年度の住宅局関係の予算の要求につきまして、概要をご説

明申し上げたいと思います。お手元の資料７をごらんいただきたいと思います。

先ほど来、いろいろご議論をいただきましたような住宅行政を取り巻く諸情勢を踏ま

えまして、１７年度の予算要求をしているわけでございますが、１ページをごらんいた

だきますと、住宅政策につきましては、いただいております建議を受けまして、今後２

年間集中的に住宅政策についての改革の方向なりについて、行程表としまして「住宅政

策改革要綱」というのを今年の秋につくりたいと思っております。１７年度に緊急性の

高い分野を優先的に改革しながら、１８年度に新たな住宅政策の集大成を図るというこ

とで、お手元の資料の４ページ右下のほうをごらんいただきたいと思うんですが、１７

年度につきましては、住宅セーフティネットの機能向上ということでの、公営住宅等を
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中心とします公的賃貸住宅につきましての政策について取りまとめをし、来年通常国会

に向けて法律も出していきたいと思っております。

それから、市場重視型の新たな住宅金融システムへの移行ということで、これについ

ても新しい公庫にかわります独立行政法人の設置のための準備をしていかないといけな

いものですから、来年の通常国会へ向けての法案の準備ということで、金融システムの

話についても今年度中にやっていきたいと思っております。

さらに１８年度につきましては、住宅建設計画法の抜本見直しというのを引き続き行

いまして、１８年通常国会に向けて、政策体系の再編を法律も含めて出していきたいと

思っておりまして、２年かけてこういった手順を踏まえまして、住宅政策の改革を進め

たいと思っております。

そういった中で、１ページにお戻りいただきまして、４つの柱ということで、１７年

度の予算の中では取り組みをやろうと考えておりまして、１つは住宅セーフティネット

の機能向上のための関連予算、それから２つは住宅市場重視型の新たな住宅金融システ

ムへの移行、それから３番目としましては、街なか居住の推進で、特に地方都市等々で

の地域再生ということを力点を置いて行っていきたい、それから住宅・建築物ストック

の活用・促進というような４つのテーマを中心にした予算を考えております。

お手元の５ページ、６ページに予算の具体的な国費、事業費の要求の数字がございま

す。最終的には、年度末の段階では公共事業関係０.９７倍ということで、対前年比３％

マイナスということになっておりますので、今の段階ではかなり数字が多めになってお

ります。数字は最終的には動きますが、私どもとしましては概算要求の中では、６ペー

ジの右から３段目のところで、１７年度要求額というのがございますが、住宅対策につ

きましては９,５７２億円、それから都市環境整備３,１４１億円、中でも市街地整備２,

、 、 、 、５２３億円ということで １.４９倍という前年の倍率で 特に市街地整備 まちづくり

あるいは都市再生というようなところについて力を入れて行っていきたいと思っていま

す。道路環境整備を合わせまして、１兆２,７１３億円、対前年１.１５倍で要求をして

いるところでございます。

具体的な中身は、９ページのところでセーフティネットの関係で要求している項目が

出ております。９ページをごらんいただきたいと思いますが、その中で住まいの安心確

保助成事業というものを創設しようということで、国費で５００億円ほどの要求をして
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おります。絵のところにありますように、老朽化した公的賃貸住宅のストックがたくさ

んありますけども、こういったものを大規模な複合建て替えを行っていく。そういう中

では社会福祉施設の併設を行うとか、福祉政策との連携を図りながら建て替えも、バリ

アフリーも進めていく、それから民間活用による建て替えも進めていこうと考えていま

。 、 、す 公的賃貸住宅の中でも公営住宅については 極めて入居の希望の方はいらっしゃる

新しいニーズも出てきていますし、また特定優良賃貸住宅として、中堅所得者向けに供

給している特優賃のほうでは若干の空きがあるとか、高齢者向けの賃貸住宅を増やした

いというような状況もあります。私どもとしては、こうした状況を踏まえて、基本的に

は力がある市町村の皆さんに前面に出ていただくような形で、公的賃貸住宅について一

元的な管理を進めながら運用をうまく連携を図りながらやっていただけるような法的な

仕組みを、また予算的にもいろいろと自治体の皆さんからの要望も踏まえまして、補助

、対象にもないような提案型の事業もこういった予算で応援できるような仕組みを考えて

こういった助成事業をつくるということでの要求をしているところでございます。これ

は、先ほどの三位一体の考え方でいきますと、国に予算が残らないことにはしようがな

いということになってしまうわけですが、私どもとしては、こういったことで自治体の

皆さんがより使いやすい仕組みを導入して、国と地方とが一体となってこういった整備

を進めていきたいと思っております。

それから、１１ページ、１２ページのところで、住宅金融の関係について触れており

ます。これについては、公庫・独法にかわるものは通常国会に出しますということであ

りますが、証券化支援業務については、１１ページ（１）①のところでありますが、今

年度８万戸の枠がございます。それを来年度については１０万戸に拡大します。また、

証券化事業をより動く方向で制度改正をしないといけないものですから、買い取り型と

か、証券化支援事業の対象になります貸付額の引き上げですとか、そういったことを通

じて証券化支援事業の推進のための改善を行っていきたいと思っております。

あとは、融資業務についての段階縮小ということで、１２ページ（２）のところにあ

りますような、来年度につきましては２０万戸の枠ということで要求をしています。

それから、１３、１４ページのところについては、街なか居住推進のための総合施策

ということで、地方都市の町の中の空洞化に対応したようなオフィスのコンバージョン

などを通じての住宅供給事業等々を進めようということでございまして、特に１４ペー
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ジの右側のところにありますような街なか居住再生ファンドということで、資金的な面

で、特に事業の立ち上げ期に必要となるような民間金融ではなかなか応援できないよう

なところを、ファンドが応援できるような仕組みを実現したいということで、今要求し

ているところでございます。

最後になりますが、１７、１８ページのあたりでは、住宅・建築物のストック活用と

いうことで、耐震関係でのいろいろな耐震診断、改修支援ということで、それぞれ各種

の事業に入り込んでいる診断、改修用の費目を一元化するような形で、使い勝手のいい

ものにしていくと、そんなことを基本としながら要求をしているところです。よろしく

お願いいたします。

【委員】 どうもありがとうございました。

【事務局】 続きまして、資料８でございますが、土地・水資源関係の予算について

ご説明申し上げます。お手元の資料をめくっていただきまして１ページ目でございます

が、左側に土地の有効利用に向けた土地政策の推進ということで書いてございます。こ

の中で、地価につきましては１３年連続して下落しているものの、東京都区部及びその

周辺地域において、地価の上昇、あるいは横ばいの地点が増加しているということで、

土地の地価の動向に変化の兆しが見られるというふうなくだりがございます。実はこの

資料が８月にできたものですから、その後９月２１日、２２日に都道府県地価調査の公

表をしております。その中でも特に大都市圏では、東京都は横ばい、あるいは上昇地点

が広がる、あるいは横浜でも初めて上昇地点が出る、あるいは大阪市でも初めて上昇が

、 。 、見られるという格好で かなりその動きが強まっているのかと 新聞の表現をかりれば

変化の兆しが少し明らかになってきたという状況が見てとれるということで、私どもは

このような連続で地価下落ということでは全体的状況は変わっておりませんが、少しず

。つ変わりつつある動きをさらに加速するような取り組みができないかと考えております

その中で、取り組みとしまして、土地市場の条件整備、土地の適正な利用の推進、国土

調査という大きな３つのテーマで施策を行うということで要求をしております。

この中で主なものだけ報告しますと、５ページ目を開けていただけますでしょうか。

土地市場の条件整備ということで、特に大きなテーマとしましては、土地の取引価格の

情報の提供ということで、これはこの３月に閣議決定されましたことを踏まえまして、

実は１６年度にシステムの整備をしておりますが、１７年度は具体的な情報提供に向け



- 27 -

た取り組みを行うといいますか、情報提供を実際に行うというための所要の予算を要求

し、今準備を進めているところでございます。

それから１１ページでございますが、これは宅地関係でございますが、良好な宅地供

給という中で、一つは下に書いてございます住宅市街地総合整備事業、実はこの中に住

宅宅地関係のいわゆる関公、関連公共施設整備事業というのが入っているわけでござい

ます。これにつきましても、大きな住宅の余剰とかそういう議論、あるいは都心立地と

いうようなことも踏まえながら、重点化しながらしかるべき宅地のインフラをつくって

いこうということで、そういう予算要求させていただいています。

それから、１２ページでございますが、都市再生機構、旧都市基盤整備公団でござい

、 、 、ますが この関係の事業につきましても 宅地関係は基本的には新しい事業は行わない

早期完了に向けて事業を進めるということになっていますので、所要の事業の見直しを

しながら、早期完了に向けた必要な予算を要求させていただいたというような状況でご

ざいます。

それから駆け足で恐縮ですが、１３ページでございますが、国土調査の推進、簡単に

言いますと、土地の戸籍と言われております地籍の整備でございます。これにつきまし

ては、世界的にも日本だけが非常に立ち遅れている。全国で４６％、特に都市部（ＤＩ

Ｄ）では１８％という低水準でございまして、これが都市再生なり、地域の再生の妨げ

になっているのではないかという指摘がございまして、これにつきまして１６年度から

ここに書いてございます都市再生街区基本調査、これは都市部の地籍整備を促進するた

めに、事前の基礎的なデータ整備を国が直轄で進めるというものでございますが、これ

が創設されまして１７年度も着実に進めたい。それから、あわせまして、それに後続し

ます地籍整備につきましても、厳しい予算の中ではございますが、着実にこれも進めて

いきたいということで前年度同額程度の要求をさせていただいているところでございま

す。

以上、土地関係をまとめますと１６ページに書いてございますが、土地関係予算の総

括でございまして、要求額がいわゆる関公事業も含めまして１,９００億円余ということ

で、１.０７倍となっております。これにつきましては、もちろん予算編成過程でいろい

ろな調整が行われるわけでございますが、土地政策の推進のためにいろいろ取り組んで

いきたいと思っております。以上でございます。
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【委員】 ありがとうございました。

【事務局】 それでは、住宅局関係の税制改正についてご説明させていただきます。

資料９の国土交通省税制改正要望事項の２１ページからをごらんいただければと考えて

おります。

住宅税制につきましては、昨年度の税制改正要望で、住宅ローン減税につきまして延

長が認められまして、大きなものについては昨年度そういう形で処理されてきたわけで

ございます。昨年度の税制改正大綱で 『中古住宅等に係る取扱いについては、中古住宅、

政策とあわせ検討する』ということになってございまして、中古住宅税制については今

年度措置することになってございます。今年度要望につきましては、中古住宅に係る築

後年数の要件の撤廃をまず第１番目に挙げております。これにつきましては、２１ペー

ジの下を見ていただきますとわかりますとおり、現在耐火建築物では築後２５年以内、

耐火建築物以外では築後２０年以内というものが、住宅ローン減税等の要件になってい

るわけでございますけれども、実際の取引の成約ベースの構成比率を見ますと、１０年

前に比べまして中古住宅では、いわゆる一般の戸建て住宅につきましては２０年超えの

構成比率が１３.９％から３８.８％、それからマンションにつきましては、２５年超え

の構成比率が１.１％から１７.７％というぐあいに、非常に古いものの取引件数が増え

ているわけでございます。それで、中古すべてを対象にするのは難しいとは思っており

ますが、良質なものについては住宅ローン減税等の税制を適用する必要があると考えて

ございまして、現在は築後経過年数要件を撤廃いたしまして、耐震基準に適合している

ものについては適用していただけれるように要望しているところでございます。

それから、もう一つ課題とされておりましたのは、リフォームの関係で何か住宅投資

減税的なものができないかというご議論がございまして、今年度は、先ほどちょっと金

融のほうでもお話がありましたが、耐震改修とか、省エネ改修とか、バリアフリー改修

、 、 、というものにつきまして 住宅につきましても それから事業用建築物につきましても

税額控除ができないかということで要望しているところでございます。これは○○等か

。 、 、らの要望も非常に高いところでございます ただ 投資減税ということにつきましては

ローンとは違って既に持っているお金を使うのになぜ控除する必要があるのかというご

議論もございまして、なかなか難しいところもあろうかと思いますが、今後税当局と詰

めていきたいと考えてございます。
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それから、２５ページにつきましては、今度はリフォームではなくて新築につきまし

ては、省エネについて同様の要望をしているところでございます。

そのほか、２７ページ以下でございますけれども、これは延長ものでございまして、

高齢者向け優良賃貸住宅とか、再生賃貸住宅、これは事務所から住宅に転換する場合、

それからハートビル法に基づく認定建築物等につきまして、割増償却制度がございます

が、これは延長をお願いしております。それから住宅用家屋の所有権の保存登記等の登

録免許税でございますが、これも現在軽減措置が講ぜられておりまして、この延長もお

願いしているところでございます。

以上でございまして、今年は小ぶりの税制改正要望でございますけれども、中古住宅

税制を中心に行ってまいりたいと考えております。以上でございます。

【委員】 どうもありがとうございました。

【事務局】 引き続きまして、土地税制につきましてご説明いたします。同じ資料の

１８ページに戻って見ていただければと思います。

土地税制は、主要なものを２つほどご説明したいと思いますが、１つは定期借地権に

係る税制というものでございます。定期借地権は平成４年に制度がスタートいたしまし

て、現在住宅で４万４,０００戸ほどがこれまで供給もされておりますし、事業用では郊

外のショッピングセンターですとか、大規模なアウトレットモールとか、いろいろなと

ころで使われておりまして、土地の有効利用施策の一つの手法として定着しているとい

。 、 、 、うものでございます 特に昨今 下のほうにもございますが 土地神話が崩壊している

あるいは減損会計がこれから導入されるということで土地は持ちたくない、しかし一方

で景気が回復しているので、回復の局面で土地は使いたいという、いわゆる所有と利用

を分離した土地利用ということをどうやって図っていくかというのが非常に重要になっ

ているのですが、定期借地権というのはそういう中でも代表的な手法ということで、そ

の促進を図っていかなければいけないと私どもは考えているところでございますが、そ

の中で今回は事業用の定期借地権につきまして、税制の合理化を図って使いやすいもの

にしていこうという要望でございます。

具体的に申し上げますと、ここに書いてございますが、企業が定期借地権を設定する

ということで権利金を支払った、その権利金が経年的に償却できるように、費用化でき

るようにしてほしいという要望でございます。現在の税法上の扱いでは、企業が定期借
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地権を使いたいということで権利金を支払ったということがありましても、経年的な償

却というのが認められておりませんで、定期借地権が終了期間にそれを一括して特別損

失ということで、初めて費用化する。例えば２０年間の定借ですと２０年間ずっと払っ

た権利金というのは費用化されずに、２０年後に返すときに一括して費用化しなければ

いけないという形で、期間損益の考え方からしても非常に不合理といいますか、企業の

立場からすると、最後に費用化しなければいけないということで、非常に非合理な対応

を迫られているような形になってございます。これを期間損益に対応するような考え方

で、毎年経年的にちゃんと費用化できるようにしてほしいという要望でございます。こ

うすることによりまして、投資する立場の企業からしますと、非常に投資収益というも

のの見通しが立てやすくなるということで、投資がスムーズにいくということでござい

まして、今後特に公共団体なんかがいろいろな公的な土地を活用したい、あるいは企業

が工場の再編等で土地が出てくる、そういう土地を活用したいといったときに、それを

できるだけ利用したい方にスムーズに使っていただくという形の上で、こういう定借の

形を促進する上で、権利金の償却ということができるようにしていくということは重要

だということで、要望しているというものでございます。

それから、次の１９ページをめくっていただければと思いますが （２）にございます、

特別土地保有税の徴収猶予に係る特例制度ということで、税制改正をしております。特

別土地保有税は、ご承知のとおり投機的土地取引を防止する目的で設けられたものです

けれども、昨今の地価情勢の中で平成１５年度の改正で、課税停止ということになって

おります。しかしながら、過去に特別土地保有税で徴収猶予をしているという土地が全

国で４,１００億ほどございます。具体的にはどういうものかと言いますと、この参考と

いうところに書いてございますが、特別土地保有税は投機的土地保有目的、投機的土地

取引の防止ということでございますので、一定のちゃんとした利用をするのであれば課

税されないという形になっております。ただ、当面そういうふうに使えないんだけど、

将来そういうふうに使うというものについては、徴収猶予をいたしまして、実際にそう

いう使い方がされた段階で免除するという仕組みになっております。具体的に申し上げ

ますと、例えば参考の２つ目のポツにございますが、一定の優良な住宅・宅地供給事業

として譲渡される予定の土地ということで、土地を宅地造成して譲渡するというものに

ついては、その段階で免除されるというものがあるわけです。それまでの間、譲渡が完
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了するまでは徴収猶予をするというものがあるわけですが、例えばこういう昨今の情勢

ですので、造成したけど土地が売れないという状態がありまして、いつまでも免除が解

消されないという状況がずっと続いているわけでございます。徴収猶予は市町村のほう

も２年ごとに延長の認定をすることになっておりまして、その事務負担も非常に大変な

ものになってございまして、これを何らかの形で合理的に決着するという方法ができな

いかという要望でございます。

詳細は、今総務省と税制改正要望の中で詰めているところでございますが、例えば１

０年間という期間を区切って、１０年間以内に造成が完了するんであれば、売れなくて

もいい、その段階で決着をつけるというやり方もあるのではないかという議論を総務省

のほうといろいろ行っているところでございまして、今後税制改正要望の中で詰めてい

きたいというところです。以上です。

【 】 。 。事務局 ご説明は最後になります もう少しおつき合いいただきたいと存じます

資料１０でございますけれども、平成１５年の「住宅・土地統計調査」及び「住宅需要

実態調査」の結果の概要について、ご説明したいと存じます。

１ページのところをめくっていただきますと、いわゆる住調と呼ばれております総務

省統計局が５年ごとに実施している調査、これにつきましては、全世帯の１０分の１と

いう高いサンプル抽出率で調査をずっと継続しております。これが８月３０日に速報が

出ておりまして、確報――中身まで詳細な情報が出るのは、年度内いっぱいぐらいかか

るそうなんですけれども、一応その速報の内容と、それからもう一つ私ども住宅局のほ

うで「住宅需要実態調査 、これも昭和３５年から５年ごとにやっております。いわゆる」

住調に比べますと抽出率は低いのですけれども、これでも１０万世帯を調査しておりま

す。住調のほうは客観的データ中心、住宅需要実態調査のほうは主観的データが中心と

いうことになっておりまして、こちらのほうは９月３日に確報を公表させていただいて

おります。

お時間もございませんので簡単にご説明いたしますが、まず住調の概要の中では、一

つは、住宅数が世帯数以上に増加いたしまして、空家率がさらに上昇しているという結

果が出ておりまして、空家率１２.２％となってございます。右のほうにグラフ、推移等

を記載させていただいております。

それから、２ページでございますけれども、持家率も増加しております。それから、
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マンション等を中心といたします共同住宅率も増加しておりまして、特に３大都市圏に

おきましては、５０％を超えているという状況になっております。また、木造率は低下

している状況でございます。

それから、右の３のところでございますけれども、新耐震基準以前の住宅が３分の１

強まで減少ということで、先ほどの資料でもご説明いたしました。これは５年前に４８

％ということで、約半数が新耐震以前で、耐震上問題があるということで政策上の取り

組みもいろいろ行ってきたわけですけれども、これがかなり減ってきているということ

。 、 。でございます ただ 相変わらず３分の１強あるという見方もできるわけでございます

それから、３ページでございますけれども、五箇年計画で目標に掲げております最低

居住水準、誘導居住水準等につきまして、特に誘導居住水準につきましては、この五箇

年の間に２分の１を超えるだろうと見込んでいたのですけれども、現実に５２.２％とい

。 、 、うことで達成をいたしております ただ これは３分の２まで持っていくという目標で

さらに努力してまいるということになっております。平均床面積についても増えてきて

おるということでございます。

それから、４ページでございますが、今度は住宅需要実態調査、私ども住宅局のほう

の調査でございまして、こちらでは、例えば住宅・住環境に不満があるかどうかという

ことをまず聞いております。この不満率につきましても若干低下してきておるというこ

とでございまして、住宅に対する評価の不満率も４８％から４２％、住環境につきまし

ても３６％から３２％と減ってきておりますが、一方でまだ相応の不満率もあるという

ことでもございます。

それから、５ページのところに、どのような項目、どのような中身に不満があるかと

いうようなこともアンケートとして取っております。まず、住宅につきましてはバリア

フリーの、先ほどもございましたけれども、高齢者等への配慮がされていないというこ

とに対して不満が高いという結果になっております。それ以外に防犯性とか、省エネと

か、耐震性とか、そういうものがより向上していく必要があるのかと考えております。

住環境につきましては、治安、防犯とか、周辺道路の安全性というような項目になって

おります。

それから、高齢世帯の方が今後子供の世帯と同居・近居するか、現在どうかというこ

とにつきましては、親世帯の子世帯との同居率は減少しておりますし、将来同居したい
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という意向も減少しているというような住まい方に関する傾向が読み取れるかと思いま

す。

それから６ページでございますが、ここ５年間で住宅の新築、購入、リフォーム、賃

貸住宅入居等の居住状況の変化があったのは約３分の１の世帯、リフォームを実施した

のが９.７％で約１割ということで、リフォームについてもかなり行われてきており、今

後の予定につきましても７.３％の世帯でリフォームの意向があるとされています。リフ

ォームの内容につきましては、実績でございますが、台所等水回り工事、内装模様替え

等が多く、高齢者対応工事はかなり増加してきているということでございます。

それから７ページ、最後でございますけれども、現在居住しておられる住宅に継続し

てお住まいになりたいかどうかということにつきましては、居住継続意向が６１％、マ

ンションについても５５％ということで、その下に、戸建ての希望６０％、こだわらな

い１７％とございますが、マンションも「終の棲家」というように認識されている方が

増えてきている。それから、住みかえるとしたらどういう住宅に住みたいかというアン

ケートの中で、例えば新築を希望する方は５４％、こだわらない方は３０％でございま

して、中古住宅でもいいものであれば希望したいという方もかなりの割合でいるという

ことでございます。雑駁でございますけれども、以上でございます。

閉 会

【委員】 どうもありがとうございました。

それでは、ただいま事務局より報告がありました件につきまして、ご質問がございま

したらご発言をいただきたいと思います。質問ございませんでしょうか。

それでは、ほかにご質問もないようですので、本日の議事はこれで終了させていただ

きたいと思います。本日は、長時間にわたりご審議いただきまして、ありがとうござい

ました。

以上をもちまして、本日の分科会を終了させていただきます。

―― 了 ――


